
 

 

 

 

 

 

「災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定」の 
締結について 

 

１ 要旨・目的 

  災害時における機材の調達を円滑に実施するため，株式会社アクティオと「災害

時におけるレンタル機材の提供に関する協定」を締結した。 

 

２ 現状・背景 

  災害時に活用可能な機材のレンタルに係る協定について，相手方から締結の申し

出があった。 

 

３ 概要 

 (1) 協定締結の相手方 

社 名 株式会社アクティオ 

代 表 者 代表取締役社長兼 COO 小沼 直人 

所 在 地 東京都中央区日本橋三丁目 12 番２号 朝日ビルヂング７階 

設 立 昭和 42 年１月 10 日 

事 業 内 容 

建設機械レンタル 

建設用機械器具等のレンタル・リース・販売及びこれらに付随する

業務 

事 業 所 等 

営業拠点数：420 か所（令和４年５月末現在） 

（中国支店 広島市南区京橋町 1-23 大樹生命広島駅前ビル６階） 

工場：142 か所（令和４年５月末現在） 

 

 (2) 事業内容（協定の内容） 

    災害が発生し，又は発生する恐れがある場合に，株式会社アクティオの保有す

るレンタル機材（土砂撤去のためのダンプカー等の車両や簡易トイレ等の避難所

用の機材）の提供を受ける。 

 

 (3) スケジュール 

    令和４年 10 月 19 日（水） 協定締結 

 

 (4) 予算 

    - 

令和４年 10 月 19 日 
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